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の
任
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加
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被
保
険
者
が
満
額
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老
齢
基
礎
年
金
の
受
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が
可
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と
な
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月
数
に
達
し
た
後
に
納
付

し
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保
険
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の
取
扱
い
に
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す
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意
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国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
が
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な
る
月
数
に
達
し
た
後
に
納
付

し
た
保
険
料
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
七
年
三
月
以
前
に
納
付
さ
れ
た
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
が
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な

る
月
数
に
達
し
た
後
に
納
付
し
た
保
険
料
の
還
付
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
が
可
能
と
な
る
月
数
に
達
し
た
以
降
も
保
険
料
を
納
付
し
た
対
象
者
（
以
下
、
「
対
象

者
」
と
い
う
。
）
を
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
人
数
は
何
人
か
。
ま
た
、
対
象
者
を
把
握
し
て
い
な

い
場
合
、
い
つ
ま
で
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
把
握
す
る
の
か
。

二

対
象
者
を
把
握
し
て
い
る
、
ま
た
は
今
後
把
握
し
た
場
合
、
還
付
を
行
う
に
当
た
っ
て
対
象
者
に
通
知
を
発
出
す
る
の

か
。
そ
れ
と
も
し
な
い
の
か
。

三

平
成
十
七
年
四
月
以
降
に
納
付
さ
れ
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
還
付
が
行
わ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
七
年
三

月
以
前
に
納
付
さ
れ
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
還
付
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
誤
っ
た
運
用
を
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
料
す
る
が
い
か
が
か
。
ま
た
、
運
用
の
変
更
で
対
応
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
厚
生
労
働
省
は
こ
れ
ま
で
誤
っ
て
運
用
し
て

き
た
責
任
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


